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525.4.30

10月号（第4巻

10号）

保護の観点が重視されていたこ

挙運動に利用することには、教育

て、それが大きくはずされてし

まったため、未成年者利用の問題

規定が新設されるに至ったこと

示した「衆議院議員選挙制度改

が示されたことなど

東京法務局 調務部

-

略語は準備書面等の例による。

橔 目号証

Z38
（作成者）

公職選挙法

（三浦義男）

写し

作成
年月日

Z39 「表現の自由と公

職選挙法」

京都大学教養部編

「人文」第25集

（川口是）

写し$54.3.31

乙40
の1

乙40

選挙 昭和26年写し 526.10.1

（全国選挙管理委

員会・都道府県選

挙管理委員会連合

会）

同上 写し 同上

立証趣旨

昭和22年改正衆議院議員選
挙法96条等において未成年者

と、及びその内容を改正した公職

選挙法137条の趣旨
学校に籍をおく未成年者を選

者に限らず一定の枠がはめられ

ていたが、公選法の成立によっ

があらためて浮びあがり、本件各

など

昭和26年選挙制度調査会が

正要綱」において、未成年者の

選挙運動を大きく制限する意見

昭和26年地方選挙の際、高校
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526.8

持ち、立候補者名を連呼するとい

う選挙運動を行っていたこと

費用が多く必要となり、結局、金

持ちでなければ、立候補できない

ということになりかねず、選挙の

根本に関する重大な問題である

との認識を示したこと

観察した選挙管理委員会の職員

を示したこと

昭和26年地方選挙において、

る事例が多く見られたこと

選挙制度調査会では、未成年者

東京法務局 詆務部

の2

乙40
の3

同上 写し 同上

Z41 選挙制度調査会

（第三委員会）議事

速記録．
（選挙制度調査会）

写し

生等の未成年者がアルバイトな

どで大量に動員され、メガホンを

その様子を実地で観察した選

挙管理委員会の委員長が、運動員

が限りなぐ使用された場合、選挙

昭和26年地方選挙を実地で

が、同選挙の問題として「運動

員の資格や数に制限がない為金

権のある者は無制限に運動員を

動員したこと。」を挙げ、「運動

員の資格（年少者）及び数を制限

する必要がある。」との改正意見

学童をメガホン隊として使用す
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7月号（第5巻第

7号）

S27.7.1

6月号（第5巻第

6号）

を選挙運動に使用することは禁

が出されなかったこと

未成年者の選挙運動として、ア

り、自動車に乗せたりして投票を

れていたこと

昭和27年改正について、未成

昭和27年改正の際に出され

選挙運動を制限することについ

運動に使用することはおかしな

ような単純なものでも禁止する

会の議論では、未成年者につい

て、「自分自身選挙運動をするこ

とができないのみならず、この様

東京法務局 調部

-

乙42選挙 昭和27年 写し

（全国選挙管理委

員会・都道府県選

挙管理委員会連合

会）

乙43

の1

選挙和27年写し S27.6.1

（全国選挙管理委

員会・都道府県選

挙管理委員会連合

会）

乙43
の2

同上 写し 同上

止すべきとの意見について、異論

ルバイトとしての連呼行為に加

えて、未成年者を演壇に立たせた

呼びかける選挙運動が、広く行わ

年者による選挙運動の禁止を背

定する論評がされたこと

た論評には、未成年者を使用した

で、「選挙権のない青、少年を選挙

ことであって、たとえ連呼行為の

のが当然である。」との意見がみ

られたことなど

昭和27年政正に係る小委員
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写し 526.8.1

8月号（第4巻第

8号）

9号）

をすることはできない」との規制

を設けることが合意されていた

昭和27年改正に関し、都道府

記されていることなど

昭和26年8月17日に決定
された「衆議院議員選挙制度改

昭和27年改正は、昭和26年
地方選挙で未成年者を利用した

などの実情を踏まえて、特に選挙

確保するかという観点から、「品

東京法務局 設務部

-

・

Z44

乙45

乙46

選挙 昭和26年

（全国選挙管理委

員会・都道府県選

挙管理委員会連合

会）

選挙 昭和26年写し 526.9.1

9月号（第4巻第

（全国選挙筲理委

員会・都道府県選

挙管理委員会連合

会）

改正公職選挙法詳写し 527.9.1

解
（吉岡恵一ほか）

な未成年者を使用して選挙運動

こと

県選挙委員会連合会が示し
た公選法改正意見には「未成年者

の選挙運動を禁止すること」が明

正要綱」の内容

人海戦術等が広く見られたこと

運動の自由と公正をいかにして

位を保持し、かつ金のかからない
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2.47
7月号（第4巻第

7号）

526.7.1

8年1月）

S28.1

選挙を実現しよう」という立場に

基づいて行われたものであり、未

その一環として、選挙運動の公正

を図るために設けられたもので

あったこと

運動員を動員することが困難で

あったことなど

昭和25年に制定された公選

用を超えて支出をした場合には

効とすることとされたこと

な選挙が実現するのを期待する

東京法務局 設務部

乙48

選挙 昭和26年

（全国選挙管理委

員会・都道府県選

挙管理委員会連合

会）

選挙法百年史

（自治省選挙部編）

写し

写し H2.9.25

Z49 選挙年鑑（昭和2

（自治省選挙部）

写し

成年者による選挙運動の禁止は、

仙台市における昭和26年地

方選挙では、動員された労務者的

選挙運動員の大多数が自発的に

動いていたこと、及び組織的な支

援が得られない候補者は、大量の

法では、各公職の選挙に応じて選

挙運動に関する支出の金額に制

限を設け（法定選挙費用）、皆該費

その公職の立候補者の当選を無

選挙運動費用に対する法的規

制は、従来の実績に照らし極めて

実効性に支しく、これのみで公明

ことはできないとして、公明選挙
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「憲法上の権利」

運動が展開されたこと

選挙運動が「選挙制度の仕組み

の一部を成すもの」であることを

み」に組み込まれたこと

選挙運動の自由を表現の自由

の問題の制限として考えた場合、

合憲であることが確立している

ルの問題だと考えた方がよいと

の見解が示されていること

東京法務局 調部

-

Z50 憲法訴訟の現代的

転回一憲法的論証

を求めて

（村圭吾）

写し 125.9.30

乙51
の作法（第3版）

（小山剛）

写し H29.9.15

明示した最高裁平成11年判決

によって、選挙運動は「自由の問

題」ではなく、選挙「制度の仕組

戸別訪問禁止や事前運動の禁止

などといった、公選法上の制限・

禁止の多くは違意となることを

挙げて、選挙運動の規制は、ルー

-、-


